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食中毒事故に関するお詫びとお知らせ 

 
 この度、弊社の店舗である「にぎりの徳兵衛 黒川店」において、同店で３月 21 日にご飲食されたお客

様に食中毒症状が発生いたしました。 

発症されたお客様には多大なる苦痛とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、

同店舗をご利用いただいているお客様や関係者の皆様にも多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしました

こと、重ねてお詫び申し上げます。 

  

弊社では、名古屋市保健所北保健センターよりお客様の食中毒症状発生の連絡を受け、３月 23 日夕方

より同店舗の営業を自粛しておりましたが、同保健所の検査の結果、同店舗は 2023 年３月 24 日付にて

食品衛生法第 6 条に違反したとして同法第 60条の規定により営業禁止を命じられました。 

 

処分の理由： 

2023 年３月 21 日の昼から夜にかけて「にぎりの徳兵衛 黒川店」を利用された 12名のお客様が、３

月 21 日午後９時頃から下痢、腹痛等の食中毒の症状を呈していることが判明しました。患者の共通

食は当該店舗で提供された食事のみであること、３月 24日に医師から食中毒患者等届出票が提出さ

れたことから、当該店舗が提供した食事を原因とする食中毒と判断されました。 

 

弊社は衛生管理面において従業員教育を徹底してまいりましたが、このような事故を発生させてしま

い、お客様や関係者の皆様の信頼を裏切ることになり、重ねてお詫び申し上げます。保健所からの情報が

寄せられてから、安全のために店舗の調理設備・調理器具等の清掃・消毒・点検を改めて実施致しており

ます。この度の一連の事故を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、再発防止に向けてさらに食の安全

の確保に万全を期していく所存でおります。 

 

当該店舗におきまして所轄保健所のご指導を賜り、また、該当食材の廃棄、店舗の清掃・消毒ならびに

従業員の衛生管理教育を実施し、衛生管理の改善を図った結果、所轄保健所による点検により安全が確

認されましたので 27 日より営業を再開しております。 

 

今後とも何卒相変わらぬご支援を賜りますよう伏してお願い申し上げます。 

 

以 上 


